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昭
和
十
一
年
二
月
登
行

北
朝
政
局
に
於
け
る
鮮
卑
及
諸
北
族
系
貴
族
の
地
位

内

　
　

田

吟

　
　

風

て
緒

　
　

言

二
、
北
魏
に
於
け
る
部
の
解
散

　

魏
初
の
部
制
炭
－
道
武
帝
の
諸
部
解
散

三
、
北
族
系
貴
族
の
殺
生

　

八
両
制
の
暫
行
―
八
國
制
の
崩
攘

四
、
北
魏
の
北
系
貴
族
冷
遇

　

北
系
貴
族
の
沈
洽
Ｔ
－
’
北
族
武
人
の
不
満
‐
－
－
浸
饌
北
族
の
賤
民
化
－
北
人
随
頭
と
北
魏
滅
亡

五
、
斉
周
政
局
に
於
け
る
鮮
卑
の
優
勢

　

北
系
貴
族
の
顛
竿
－
北
斉
高
氏
と
鮮
卑
Ｉ
北
斉
と
鮮
卑
語
胡
俗
－
漢
人
抑
座

　
　
　

－
鮮
卑
宇
文
氏
－
北
周
の
虜
姓
再
行
－
周
官
施
行
の
理
由
Ｉ
Ｉ
北
周
の
胡
俗
鮮
卑
語

六
、
結

　
　

語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
、
緒

　
　
　
　
　

言

北
魏
は
云
ふ
迄
も
無
く
東
胡
民
族
鮮
卑
種
に
属
す
る
拓
哉
氏
が
鮮
卑
及
諸
北
方
隻
族
群
を
率
ゐ
て
中
原
拡
侵
入
し
、
漢
族
を
平
定
し
江
北

１－



麗θ

を
統
一
し
て
建
て
た
北
朝
最
初
０
慢
族
王
朝
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
０
北
魏
が
國
家
統
治
上
最
も
苦
心
し
た
９
　
題
は
賓
に
、
其
始
め
中
原
平
定

０
鴛
に
引
率
し
来
っ
た
處
０
（
其
他
脱
に
五
胡
乱
時
代
よ
り
侵
入
し
居
た
る
）
多
数
０
同
族
鮮
卑
種
並
に
諸
北
方
慢
民
－
彼
等
は
大
人
卯

ち
酋
長
に
統
串
さ
れ
て
多
数
０
部
を
作
っ
て
ゐ
た
ｉ
ｌ
を
如
何
に
處
分
し
、
以
て
郡
服
制
の
北
魏
帝
國
の
治
下
に
包
容
し
了
へ
る
か
と
云
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

一

　

い

　
　
　
　
　
　
　

五
胡
吼
諸
國
で
は
漢
人
に
は
郡
螺
制
．
慢
族
に
は
ｏ

事
で
あ
っ
た
（
草
于
左
右
輔
下
に
各
自
部
族
制
を
保
持
せ
し
め
た
）

　

本
論
文
は
北
魏
に
於
け
る
こ
の
北
方
優
族
群
の
處
分
卸
ち
「
部
０
解
散
」
と
、
其
等
に
聾
っ
て
殺
生
し
た
北
方
系
立
心
ｙ
が
其
後
北
魏
北
斉

北
周
０
北
朝
諸
王
朝
に
於
て
如
何
な
る
政
治
的
地
位
に
在
･
=
N
、
其
政
局
に
如
何
な
る
影
響
を
輿
へ
た
も
０
で
あ
る
か
と
云
ふ
事
に
就
い
て
考

察
せ
ん
と
す
る
も
０
で
あ
る
。

　

註
①

　

史
林
第
二
十
巻
第
三
魏
所
載
「
五
胡
乱
及
び
北
魏
に
於
け
る
匈
奴
」
第
四
節
１
　
照
。

　
　

②

　

茲
に
言
ふ
北
方
系
貴
族
と
は
北
魏
の
諸
部
解
散
直
後
に
賜
爵
さ
れ
た
姓
族
の
み
で
な
く
、
北
膏
北
周
に
於
て
軍
功
等
に
よ
り
て
爵
を
得
ち
も
の
、
更

　
　
　
　

に
単
な
る
北
族
土
豪
と
し
て
地
方
政
局
に
開
係
あ
っ
た
も
の
等
ま
で
も
を
合
め
た
も
の
で
、
是
等
は
多
く
所
謂
酋
長
庶
長
の
子
孫
で
あ
っ
た
。
勿
論

　
　
　
　

常
時
一
般
部
族
民
の
子
孫
が
平
民
印
編
戸
と
し
て
多
数
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
其
等
の
政
治
的
地
位
に
就
で
は
唯
本
論
後
章
に
誕
く
鮮
卑
軍
團

　
　
　
　

の
兵
士
が
其
等
北
族
編
民
よ
り
保
用
さ
れ
た
も
の
に
依
っ
て
組
織
さ
れ
て
ゐ
た
了
の
ら
う
事
位
を
推
察
し
得
る
の
み
で
、
殆
ど
見
る
可
・
さ
も
の
が
無

　
　
　
　

い
か
に
本
諭
に
於
て
は
鯛
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
、
北
魏
に
於
け
る
部
の
解
散

　

北
魏
笑
粗
道
武
帝
（
惣
）
託
藻
初
年
巌
命
を
殺
し
ア
諸
部
を
解
散
し
分
土
定
居
せ
し
め
て
遷
徒
を
許
さ
す
、
諸
部
君
長
大
人
を
も
皆

編
戸
と
同
じ
う
し
た
。

　

魏
初
０
部
制
度
。

　
　
　

元
来
拓
践
の
統
率
し
た
北
慢
諸
部
族
０
散
に
開
し
て
は

-
２-
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魏
氏
之
初
統
國
三
十
六
大
姓
九
十
九
（
皿
詣
昌
）
・

　
　

魏
初
有
四
十
六
部
（
皿
品
）
。

　
　

後
魏
遷
洛
、
有
八
氏
十
姓
、
咸
出
帝
族
、
叉
有
三
十
六
族
ヽ
則
諸
國
之
従
魏
者
・
九
十
二
姓
世
鴛
部
落
大
人
者
（
四
四
紺
）
・

と
あ
る
が
、
是
等
は
拓
哉
下
０
主
要
部
族
を
示
す
も
０
で
、
堂
々
南
下
中
原
を
掩
有
せ
ん
と
す
る
頃
に
は
附
隷
す
る
も
０
脱
に
数
百
千
部
に

及
ん
だ
事
は
、
北
芦
北
周
１
　
列
傅
等
に
見
ゆ
る
魏
初
諸
部
大
人
下
０
群
小
諸
部
０
多
数
な
り
し
事
に
依
っ
て
も
疑
な
い
處
で
あ
る
。

　

拓
践
氏
は
こ
の
多
数
の
諸
部
族
を
其
時
々
の
状
勢
に
よ
わ
ｙ
澄
姦
（
鮮
七
三
叉
部
％
）
。
二
叉
数
数
皿
）
大
人
に
芸
管

轄
せ
し
め
た
０
で
あ
っ
て
ヽ
道
武
帝
の
先
代
昭
成
帝
（
皿
翼
）
の
時
代
に
於
て
は
其
部
民
の
多
少
に
依
り
其
君
長
を
も
酋
長
或
は
庶
長
と
茲
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

し
て
稀
へ
ヽ
之
を
南
北
二
部
に
分
属
し
南
北
二
部
大
人
が
之
を
統
衛
し
た
の
で
あ
る
（
皿
氏
）
。
〔
昭
成
帝
が
前
秦
符
堅
に
破
ら
れ
長
ダ
に
禽
抑

苫
智
宍
？
ヽ
芸
駝
叉
昌
皿
読
特
旨
琵
ず
来
ｏ
部
組
織
を
破
壊
せ
す
、
奮
拓
哉
下
の
諸
部
君
長
は
年
々
歳
末
に
長

安
に
健
を
訪
れ
、
且
つ
矢
張
り
南
北
二
部
に
分
衛
や
ら
れ
（
羅
）
ヽ
其
珍
答
給
え
Ｉ
た
（
脂
昌
雰
）
〕
・

　

道
武
帝
珪
が
符
氏
の
轜
絆
を
脆
し
再
び
國
力
を
伸
張
す
る
に
及
ん
で
も
、
勿
論
最
初
は
此
の
部
族
制
を
改
め
る
事
な
く
、
登
國
元
年
に
は

符
堅
任
命
０
二
部
大
人
の
代
り
に
股
肱
０
臣
長
孫
嵩
を
南
部
大
人
に
叔
孫
普
洛
を
北
部
大
人
と
し
た
の
で
あ
る
＾
皿
四
諦
紀
）
・

　

・

部
・
部
大
人
の
名
猫

　

元
来
部
と
云
ひ
部
大
人
と
云
ふ
も
時
代
の
前
後
に
よ
り
大
い
に
性
質
を
異
に
す
る
。
古
代
東
胡
に
在
っ
て
は
「
有
勇
健
能
理
決
岡
訟

者
。
推
侭
大
人
、
無
世
業
相
維
。
邑
落
各
有
小
帥
〔
三
國
志
所
引
魏
書
・
邑
落
各
有
小
帥
・
不
世
縫
也
〕
敷
百
千
落
自
侭
一
部
。
大
人
以
下
各
自
畜
牧
替
産
、

不
相
循
役
（
後
漢
書
鳥
桓
傅
）
」
叉
「
大
人
能
作
弓
矢
勒
蝦
金
鍛
侭
兵
器
、
能
剌
章
作
文
繍
織
捻
鋭
鋭
、
有
疾
知
以
戈
灸
（
三
國
志
所
引
魏
書
）
と
あ
っ
て
、

部
は
敷
百
千
の
邑
落
‐
―
其
小
邑
落
に
は
各
不
世
襲
の
小
帥
が
ゐ
る
Ｉ
Ｉ
の
集
合
で
、
其
長
た
る
部
大
人
と
は
勇
健
能
く
闘
訟
を
理
決
し
、
兵
器
艶
織
醤
療

等
の
技
に
通
ぜ
る
有
能
者
を
部
人
中
よ
り
選
畢
推
載
し
た
。
不
世
襲
の
指
導
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

-
３
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東
胡
ば
斯
様
な
原
始
的
な
自
治
的
部
組
織
を
略
キ
後
漢
末
三
関
前
期
崎
、
迄
績
け
て
来
た
が
、
其
頃
に
至
り
何
奴
の
今
一
商
的
退
敗

k
漢
土
の
大
動
説
に
影
響
さ

れ
て
来
胡
民
族
の
撞
頭
と
な
h
J同
時
に
斯
様
な
原
始
的
芯
自
治
制
度
の
廃
棄
が
促
進
さ
れ
、
総
大
人
は
強
大
氏
族
の
世
襲
と
な
り
部
人
は
其
臣
下
と
な
っ
て

結
合
し
攻
伐
に
常
る
に
至
っ
た
。
彼
の
有
名
な
る
鮮
卑
曾
長
靭
比
館
、
同
捜
石
憾
の
如
き
「
靭
比
能
本
小
銭
鮮
卑
、
以
勇
健
断
法
卒
端
不
食
財
物
、
阜
県
推
以

銭
大
人
(
=
一闘
志
)
」
「
鮮
卑
檀
有
機
勇
健
宿
智
略
、

具
部
大
人
抄
坂
其
外
家
牛
羊
、
出
恒
石
塊
単
勝
志
懇
之
、
悉
逮
得
所
亡
者
、
由
是
部
落
田
百
服
、
途
推
以
翁

大
人
(
後
漢
沓
)
」
と
何
れ
色
従
衆
遁

b
部
人
に
推
選
さ
れ
て
大
人
と
銭
っ
た
が
、
朝
比
能
残
後
ば
弟
索
利
掬
加
闘
機
三
人
並
嗣
ぎ
、
檀
石
油
惜
残
後
子
孫
相
緩

承
歩
度
根
に
至
っ
た
の
は
有
名
な
事
で
あ
る
。
而
も
「
樫
石
塊
之
三
部
、
東
部
二
十
銭
邑
、
其
大
人
目
繍
加
闘
機
素
利
線
頭
0

・
:
:
中
部
十
品
開
邑
、
其
大
人

日
初
段
居
募
容
寺
0

・;

-
西
部
二
十
銭
邑
、
其
大
人
目
置
縫
落
日
律
推
演
宴
姦
説
等
O

i
--
-而
制
厨
檀
石
塊
(
三
闘
志
所
引
銀
書
)
」
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ

る
如
〈
此
聞
に
は
既
に
諸
部
落
の
併
呑
、
分
統
が
行
は
れ
出
し
た
事
が
解
る
。

拓
政
氏
に
於
て
も
北
貌
香
北
史
術
紀
の
冒
頭
に
見
ゆ
る
「
節
皇
帝
訟
貸
立
期
、
来
皇
帝
語
源
立
劇
;
:
:
」
と
云
ム
十
一
帝
の
何
等
相
続
開
係
を
一
示
き
ぬ
皇
帝

の
立
崩
記
事
は
(
王
鳴
盛
は
こ
の
帝
名
金
全
然
仮
作
と
見
る
も
)
貨
に
上
越
の
来
胡
古
俗
の
原
始
自
治
的
選
師
事
大
人
の
立
山
脳
全
記
し
た
も
の
と
見
る
可
〈
詰

込
山
に
至
っ
て
始
て
世
制
捜
の
事
が
見
え
而
し
て
カ
徴
以
後
隠
世
諸
都
の
併
呑
を
行
ひ
遂
に
前
述
の
如
き
大
勢
力
と
侍
っ
た
の
で
あ
る
。
が
‘
諸
部
大
人
の
各
自

部
民
に
封
す
る
支
配
椛
を
縮
少
す
る
こ
と
な
〈
、
賀
胸
部
の
如
き
は
特
に
強
大
で
あ
っ
た
。
而
し
て
其
等
大
人
が
閥
政
に
参
議
し
た
例
も
容
易
に
見
出
し
得

る
の
で
あ
る
。
仰
秘
書
北
史
共
に
北
説
諸
部
落
曾
帥
を
何
部
(
部
落
名
)
大
人
と
抱
し
、
叉
其
等
諸
部
落
大
人
を
統
嬬
す
る
拓
政
の
重
臣
を
も
何
部
{
多
〈

東
西
南
北
等
)
大
人
と
呼
び
、
一
見
に
其
後
部
族
解
散
後
の
閥
務
大
臣
そ
も
仰
は
何
身
大
人
(
例
ぱ
天
都
大
人
)
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
同
じ
く
大
人
と
云
ふ
も
其

時
共
事
柄
に
依
り
剣
断
区
別
し
て
考
ふ
必
要
が
あ
る
諜
で
あ
る
。

-4-

道
武
帝
の
諸
部
解
散
。

而
る
に
道
武
帝
珪
が
劉
街
辰
始
め
諸
敵
園
を
攻
破
併
合
し
て
、
部
族
生
活
を
替
ま
ね
多
数
の
漢
民
を
も
統

治
す
る
と
と
も
ゐ
な
る
に
及
ん
で
、
拾
に
従
来
の
部
族
制
度
の
存
鹿
と
云
ふ
重
大
な
問
題
が
提
起
せ
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
元
来
五
胡
十
六
園
時

代
の
諸
盤
族
王
朝
に
於
て
は
、
漢
人
に
劃
し
て
は
皇
帝
と
し
て
尚
書
以
下
の
官
吏
に
よ
る
郡
牒
政
治
を
行
ひ
壁
族
民
に
は
部
挨
生
活
を
稽
観

せ
し
め
、
大
草
子
と
し
℃
草
子
左
右
輔
を
以
て
其
諸
部
を
統
揖
せ
し
め
、
諸
部
酋
長
の
各
自
部
民
に
封
ず
る
支
町
擢
(
更
に
園
政
参
議
)
を



む∂

も
認
め
る
と
云
ふ
０
が
殆
ど
常
で
あ
っ
た
０
に
、
道
武
は
大
英
断
を
以
て
斯
か
る
姑
息
の
二
重
政
治
を
排
し
、
諸
部
族
の
解
散
、
部
族
民
の

編
民
化
、
郡
餌
制
の
一
律
強
行
を
断
行
し
た
。
道
武
が
何
故
に
斯
様
の
断
行
を
鴛
し
得
た
か
と
云
ふ
に
、
彼
の
武
力
が
こ
の
部
解
散
、
大
人

の
支
配
権
剥
奪
に
よ
る
王
権
強
化
に
充
分
で
あ
っ
た
事
、
慕
容
氏
其
他
敵
國
を
降
服
併
呑
し
て
其
有
能
降
民
等
を
探
川
（
例
へ
ば
登
國
十
年

十
一
月
、
皇
始
元
年
九
月
の
件
）
し
て
拓
践
王
室
０
羽
翼
と
鴛
し
て
諸
部
（
大
人
）
を
墾
伏
す
る
に
資
し
得
た
事
の
二
つ
を
共
主
要
理
由
と

し
て
畢
げ
得
る
と
思
ふ
。

　

却
説
、
魏
書
を
見
る
に

（
官
氏
志
）
凡
此
四
方
諸
部
歳
時
朝
貢
、
登
國
初
太
組
散
諸
部
落
、
始
同
鴛
編
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

０
０
０
０

（
賀
訥
傅
）
訥
其
先
世
君
長
、
四
方
附
國
者
敷
十
部
（
略
）
道
武
離
散
諸
部
、
分
土
定
居
、
不
脂
遷
徒
、
其
君
長
大
人
皆
同
編
戸
、
訥
元
舅
甚

見
尊
重
、
然
無
統
領
、
以
壽
絡
於
家

と
あ
っ
て
、
道
武
帝
の
部
解
散
が
蕨
格
な
も
の
で
最
早
薔
大
人
は
編
戸
に
等
し
く
、
曹
部
民
に
對
し
て
支
配
権
な
く
、
分
土
定
居
せ
し
め
ら

れ
て
移
韓
の
自
由
も
無
い
と
云
ふ
有
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
か
る
。
尤
も
魏
書
高
車
傅
に
は

　

太
１
　
時
分
散
諸
部
、
唯
高
車
以
類
聶
稿
、
不
任
使
役
、
故
得
別
鴛
部
落

と
見
え
例
外
が
無
い
で
は
な
い
が
、
然
し
少
く
と
も
登
國
初
に
解
散
が
開
始
せ
ら
れ
、
道
武
帝
在
位
中
に
殆
ど
之
が
完
了
を
告
げ
た
と
詔
め

て
よ
い
で
あ
ら
う
。
皇
始
元
年
に
は
井
州
を
平
定
し
初
て
畜
省
を
建
て
百
官
を
置
き
将
軍
刺
史
太
守
肯
書
郎
以
下
悉
く
文
人
を
用
ひ
大
い
に

漢
人
を
登
用
し
た
（
蹄
）
。
北
魏
一
代
の
北
系
強
族
抑
屋
に
漢
人
重
用
を
以
て
す
る
政
策
及
漢
化
政
策
は
既
に
こ
の
道
武
に
於
て
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

・

　

註
①

　

以
下
翠
に
帝
紀
官
氏
志
等
と
あ
る
は
魏
書
の
其
を
示
す
。

５一
-
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三
、
北
旗
来
貴
族
の
誕
生

八
園
制
度
の
暫
行
0

・

上
越
の
如
く
道
武
の
断
行
に
よ
り
諸
部
は
解
散
さ
れ
部
酋
の
支
配
樺
は
剥
奪
せ
ら
れ
て
諸
部
の
人
々
は
編
戸

と
篤
り
了
り
.
地
方
行
政
上
で
は
今
や
全
く
普
通
州
鯨
制
下
に
牧
容
さ
れ
た
課
で
あ
る
が
、
然
し
拓
蹴
王
朝
が
漢
族
に
謝
し
て
確
固
た
る
支

ヘ
道
武
尉
時
で
き
へ

配
力
を
確
立
し

E
つ
其
支
持
を
充
分
確
質
に
受
け
得
る
に
至
る
迄
は
、
彼
等
北
人
は
限
令
粗
暴
、
動
も
す
れ
ば
叛
凱
す
る
戸
尚
北
族
濁
立
の
こ

い
九
ぁ
)
底
の
も
の
と
は
云
へ
向
拓
政
王
朝
が
必
要
不
可
扶
の
爪
牙
と
し
て
彼
等
を
放
置
す
る
課
の
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
官
民
志
に
は

ヘ
中
J

天
興
元
年
十
二
月
置
八
部
大
夫
(
略
)
其
八
部
大
夫
於
皇
城
四
方
四
維
商
置
一
人
、
以
擬
八
座
、
謂
之
八
園
。

。
。
。
。
。

天
賜
元
年
十
一
月
以
八
園
姓
挨
難
分
、
故
闘
立
大
師
小
師
令
排
其
ん
一
京
葉
、
口
問
奉
人
才
、
自
八
園
以
外
郡
各
自
立
師
、
職
分
知
八
圏
、
比

今
之
中
E
也
、
宗
室
立
宗
師
、
亦
如
州
郡
八
園
之
儀

-6-

と
あ
り
、
警
守
は
特
に
皇
城
周
国
八
直
に
配
置
せ
ら
れ
準
仕
の
上
に
於
て
他
の
普
通
郡
民
と
具
る
待
遇
を
受
け
八
部
大
夫

(
輪
開
時
一
ね
ん
)

ヘ
八
図
民
に
針
す
る
都
大
夫
と
郡
太
J

の
統
嬬
(
守
と
の
総
務
の
閥
係
は
詳
細
不
明
)
を
受
け
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
八
閣
に
於
け
る
中
正
的
職
権
あ
る
大
師
小
師
の
設
置
に
よ
り

。
。
。
0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

。。

進
仕
の
路
が
聞
か
れ
る
と
共
に
、
更
に
首
時
王
公
侯
子
四
等
の
惇
も
設
け
ら
れ
、
八
園
に
住
せ
る
諸
部
子
孫
の
部
落
解
散
に
よ
り
生
業
を
夫

引
か
ι
r
p
J
h俳
-M
仲
間
伊
除
さ
れ
た
(
…
紘
一
一
昨
)
口
是
れ
北
朝
北
族
一
糸
貴
族
費
生
の
濫
悔
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
共
後
太
武
帝
の
夏
涼

燕
討
披
の
時
に
於
け
る
勅
功
を
以
て
賜
辞
さ
れ
た
も
の
も
亦
枚
奉
に
遣
が
な
い
、
向
官
氏
志
に
見
ゆ
る
天
賜
四
年
八
閣
の
良
家
を
濯
で
侍
官

と
篤
し
た
事
も
此
に
述
べ
た
八
闘
大
小
師
の
手
に
撮
っ
て
注
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

と
の
八
園
制
も
明
元
帝
太
武
帝
の
代
を
経
て
共
第
に
縮
少
崩
壊
し
た
如
く
、
明
元
帝
時
代
に
は
と
の
八
閣
は
事

①
 

賃
上
六
園
町
ち
六
部
に
縮
少
、
太
町
帝
時
代
に
は
僅
か
四
部
に
縮
少
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
極
端
友
る
漢
化
政
策
漢
人
重
用
主
義
の

八
闘
制
の
崩
壊
。

孝
文
帝
時
代
に
至
つ
て
は
僅
か
に
共
残
骸
か
と
思
は
る
L

六
師
の
名
を
認
め
得
る
の
み
で
、
質
質
上
八
闘
は
消
波
し
た
如
く
考
へ
ら
れ
る
。
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此
の
八
國
制
ｏ
縮
少
並
に
崩
壊
の
原
因
は
ヽ
其
直
接
明
記
ｏ
史
料
に
訣
く
も
ヽ
恐
ら
く
営
時
盛
に
建
設
さ
れ
つ
之

愁
一
心
皿
如
）
へ
の
薔
部
酋
出
身
ｏ
八
國
貴
族
の
強
制
移
住
と
、
部
解
散
に
よ
る
部
酋
の
支
配
と
庇
護
を
失
へ
る
貧
賤
一
般
奮
部
民
の
窮
亡
流

散
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。
後
者
に
就
て
は
推
察
に
止
ま
る
も
、
前
者
に
就
て
は
（
後
章
に
も
述
ぶ
る
如
く
）
魏
斉
周
書
各
列
傅
の
記
事
の
明
示

す
る
處
で
あ
る
。
而
も
根
祇
よ
り
此
八
國
を
崩
壊
し
去
っ
た
０
は
、
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
々
（
詰
離
い
頴
ぼ
昌
肘
疆
註
記
訃

べ
心
）
漢
人
門
閥
の
官
路
褐
占
に
よ
る
八
國
民
の
特
権
喪
失
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

詫
の

　

泰
常
二
年
夏
置
六
部
大
人
官
、
有
天
部
地
部
東
西
南
北
部
皆
以
諸
公
認
之
（
官
氏
志
）
。
泰
常
六
年
詔
六
部
民
羊
痛
百
口
調
戎
馬
一
匹
（
食
貨
志
）
と

　
　
　
　

あ
り
。
明
元
帝
の
時
は
六
部
。
世
祖
命
尉
聳
阻
ハ
散
騎
常
侍
劉
庫
仁
等
八
人
、
分
典
四
部
（
尉
孝
傅
）
と
あ
６
太
武
帝
の
時
は
四
部
に
減
じ
て
居
た
事
を

　
　
　
　

知
る
。
孝
文
帝
に
至
っ
て
は
八
國
の
存
在
を
示
す
史
責
に
最
早
何
等
認
め
蒜
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
、
北
魏
の
北
系
貴
族
冷
遇

北
系
貴
族
の
沈
倫
。

　
　
　

欽
定
歴
代
職
官
表
は
北
魏
八
國
制
０
頷
慶
を
論
じ
て

　
　

八
國
各
置
大
師
小
師
、
部
如
今
（
清
）
之
（
。
八
旗
）
參
領
佐
領
也
。
特
営
時
規
制
率
略
、
遷
洛
以
後
頓
忘
奮
風
、
八
部
之
在
平
城
１
　
無

　
　

所
統
率
、
以
致
六
鋲
倫
胃
、
政
賠
高
氏
、
代
都
奮
姓
竟
不
能
共
敗
干
城
、
亦
可
以
見
其
建
置
之
不
善
矣

と
、
誠
に
北
魏
の
代
都
百
姓
を
閑
却
し
た
０
は
北
魏
滅
亡
の
一
因
た
る
を
失
は
ぬ
。
漢
族
０
北
魏
に
重
用
せ
ら
れ
た
０
は
古
く
皇
始
年
間
に

始
り
太
武
帝
の
大
い
に
中
原
を
拓
き
漢
族
を
洽
す
る
に
及
び
、
魏
廷
に
於
け
る
漢
族
の
勢
力
も
亦
牢
固
た
る
に
至
っ
た
。
彼
の
崔
浩
の
如

き
、
大
い
に
権
勢
を
振
ひ
漢
族
を
援
用
偏
頗
昇
叙
す
る
こ
と
夥
く
（
皿
允
）
ヽ
混
に
北
大
０
憤
怨
は
國
史
編
纂
問
題
を
恢
り
て
爆
殺
し
彼
を
登

し
た
け
れ
ど
も
政
局
に
於
け
る
漢
人
の
優
勢
を
侵
化
す
べ
く
も
な
く
、
漢
文
化
心
醇
の
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
に
依
っ
て
大
勢
は
最
早
完
全
に

決
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
帝
の
國
姓
拓
践
を
元
と
改
め
代
遷
の
北
人
を
河
南
の
民
と
し
皆
複
姓
を
参
じ
て
箪
姓
に
改
め
胡
語
胡
服
を
禁
じ
た

７
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こ
と
は
有
名
な
事
で
あ
る
。
而
し
て
親
任
す
る
處
は
中
州
０
名
族
儒
士
で
あ
っ
た
。
門
地
に
よ
る
選
畢
０
法
に
於
て
は
昌
し
て
、
北
方
著
族

具
昌
）
更
骸
）
具
帽
）
輿
優
）
湊
（
匹
Ｊ
ｆ
（
劈
）
稽
（
喉
）
旦
壌
）
八
姓
は
中
州
名
門
盧
崔
鄭
王
四
姓
に
比
敵
す
べ
く
、

薔
部
落
大
人
に
し
て
皇
始
以
来
三
世
顕
官
に
在
っ
た
も
久
話
談
勁
詐
眺
詔
）
を
姓
と
鴬
し
、
大
人
の
後
に
し
て
頴
れ
ざ
り
し
も

・
（
数
勁
げ
昌
）
を
族
と
鴛
す
如
く
規
定
せ
ら
れ
た
と
き
へ
ヽ
（
喉
）
事
賓
上
志
を
得
ず
逞
に
胡
俗
を
慕
ふ
た
太
子
恂
０
恒
朔
の
不

平
北
族
―
背
景
と
し
た
叛
乱
、
北
族
勅
臣
穆
泰
陸
叡
が
帝
の
中
州
儒
士
偏
用
を
察
ま
ざ
る
宗
室
思
響
隆
業
超
等
と
結
ん
で
０
大
叛
飢
等
と
な

っ
た
が
、
是
等
は
何
れ
も
銀
蚤
せ
ら
れ
鴛
に
却
っ
て
北
系
貴
族
の
勢
力
は
地
を
佛
ひ
、
北
魏
政
局
に
於
け
る
漢
族
の
地
位
に
絶
對
的
と
な
り

北
族
は
宗
室
及
び
特
別
０
姓
族
を
除
け
ぱ
顕
楽
を
得
る
も
の
な
く
、
大
多
数
０
群
小
北
族
貴
族
は
経
に
沈
倫
を
免
れ
な
か
っ
た
と
言
ふ
外
な

　

①
い
。北

族
武
人
の
不
満
。

太
和
二
十
年
十
月
詔
し
て
代
遷
０
北
人
を
皆
羽
林
虎
責
と
埓
し
軍
務
を
課
し
た
が
（
四
）
、
脱
に
孝
明
帝
紳
躯

二
年
に
は
征
西
将
軍
張
彝
の
子
仲
踊
（
Ｊ
一
）
は
封
事
し
て
武
人
の
選
格
を
創
り
清
昌
に
預
ら
し
め
ず
仕
官
の
路
を
杜
い
た
の
で
、
逞
に
羽
林
虎

責
の
暴
動
起
り
彝
は
邸
を
襲
撃
放
火
さ
れ
て
焚
殺
さ
れ
、
仲
瑶
は
重
傷
を
負
は
さ
れ
た
と
云
ぶ
椿
事
が
あ
っ
た
（

″
曜
）
・
時
に
胡
太
后
に

恐
れ
て
暴
動
鎬
静
後
武
人
も
亦
資
格
に
よ
り
選
に
入
り
官
に
就
き
得
る
事
と
し
た
け
れ
ど
も
事
変
上
進
仕
し
得
た
１
　
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
て

（
四
皿
皿
）
正
光
末
北
銀
ｏ
北
人
ｏ
大
反
既
に
及
び
領
軍
元
叉
は
在
京
北
人
の
向
背
の
重
大
を
知
り
動
附
除
な
る
も
の
を
設
け
た
時
の

　
　

時
天
下
無
事
、
進
仕
路
難
、
代
遷
之
人
多
不
言
預
、
及
六
備
朧
西
二
方
起
逆
、
領
軍
元
叉
欲
用
代
来
家
人
鴬
傅
詔
、
以
慰
悦
之
、
而
牧

　
　

守
子
孫
投
状
求
者
百
余
人
、
叉
因
奏
立
勤
附
除
、
令
各
依
資
出
身
、
自
是
北
人
悉
被
牧
何
回
）
偉
（
心
）
黄
雲
深
奥
皿
偉
）

と
云
ふ
有
様
か
ら
で
も
如
何
に
従
来
多
数
の
北
系
姓
族
が
沈
倫
し
て
居
た
か
ｙ
解
良
習
器
艦
戮
肘
噸
）
・
斐
楊
復
覧
ゆ

る

　

Ｏ

自
道
武
平
中
山
、
多
置
軍
府
（
紳
）
凡
有
八
軍
、
軍
各
配
兵
五
千
、
食
６
　
主
帥
、
軍
各
四
十
六
人
、
自
中
原
梢
定
（
紳
）
費
緑
不
少
、
楊
椿

８
-
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（
一
一
一
）
表
罷
四
人
、
減
其
主
帥
百
八
十
四
人

と
云
ふ
事
件
の
如
き
も
、
如
何
に
北
人
が
漢
族
政
治
家
の
鴛
に
抑
墾
さ
れ
剥
創
さ
れ
て
ゐ
た
か
と
云
ふ
一
例
で
あ
ら
う
。

　

過
饌
北
族
の
賤
民
化
。

　
　
　

北
鎬
充
変
の
埓
に
移
住
せ
し
め
ら
れ
た
北
族
系
貴
族
も
亦
魏
廷
よ
り
極
め
て
薄
遇
さ
れ
、
中
州
移
住
の
北

族
が
軍
に
仕
進
の
路
を
杜
が
れ
不
遇
で
あ
っ
た
様
な
生
温
い
も
０
で
な
く
、
彼
等
は
時
代
の
降
る
に
隨
ひ
貴
族
と
し
て
０
特
権
を
失
ふ
た
Ｏ

み
で
な
く
、
府
戸
と
し
て
殆
ど
賤
民
に
化
し
た
の
で
あ
る
。
（
北
饌
徒
住
０
北
族
の
数
は
莫
大
な
散
に
上
っ
た
に
相
違
な
く
、
其
等
の
子
孫

に
し
て
北
斉
北
周
に
頴
条
に
達
し
た
も
Ｏ
Ｘ
み
で
も
相
営
の
敷
に
達
し
て
ゐ
る
獅
周
書
に
列
傅
を
有
す
る
も
の
可
朱
渾
元
賀
蘭
詳
狽
孤
信
若

干
憲
侯
莫
陳
崇
賀
抜
勝
庫
秋
干
宇
文
盛
段
永
等
々
枚
１
　
に
逞
が
な
い
。
北
魏
書
に
於
て
其
等
０
傅
の
皆
無
な
０
は
彼
等
が
魏
代
に
於
て
沈
倫

し
左
様
な
列
傅
に
載
る
如
き
地
位
に
達
せ
る
も
の
が
無
か
っ
た
誼
捷
で
あ
る
。
）

　

悲
荏
昆
善
族
（
掻
彗
品
黎
％
）
に
学
長
芸
話
富
息
政
は
非
常
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
孝
明
帝
の
代

　
　

一

に
貴
書
令
李
崇
０
長
史
魏
蘭
根
は
崇
に

　
　

（
昔
）
縁
溢
初
置
諸
饌
（
恥
）
徴
登
中
原
強
宗
子
弟
或
國
之
肺
賠
、
寄
以
爪
牙
、
中
年
以
来
有
司
乖
賞
、
欲
曰
府
戸
、
役
同
案
１
　
、
官
婚
班

　
　

お
笑
芸
（
″
）
凄
堅
訪
（
″
）
農
作
蓉
皐
人
（
い
）
（
靉
４
１
　
）

奈
い
ク
三
討
四
計
昌
詐
）
ヽ
既
に
北
鎮
破
六
韓
披
陵
ｏ
叛
勃
登
の
後
に
廣
陽
王
深
が

　
　

先
朝
都
平
城
、
以
北
優
場
重
、
盛
簡
親
賢
、
擁
竃
作
錫
（
四
）
得
復
除
、
常
時
人
物
折
慕
場
之
、
太
和
中
僕
射
李
冲
用
事
、
凛
州
土
人
悉

　
　

七
賦
役
ｏ
　
　
ｏ
ｏ
０
噸
み
１
０
ヤ
自
非
得
罪
常
世
、
莫
肯
臭
之
場
伍
（
″
）
或
多
逃
逸
、
乃
峻
逡
岳
之
格
、
饌
人
不
蔀
浮
遊
在
外
（
″
）
不

　
　

諾
官
（
紳
）
自
哀
栞
轟
任
諒
（
四
）
右
京
（
い
）
（
％
）

と
上
言
し
た
處
と
を
合
せ
見
て
も
、
澄
鎮
北
人
が
共
貴
族
の
特
権
を
剥
が
れ
、
更
に
自
由
を
奪
れ
、
府
戸
と
し
て
劈
役
に
服
す
る
賤
民
に
化

し
、
中
州
姓
族
ｏ
蔑
脱
排
斥
す
る
處
と
な
っ
た
事
が
解
か
る
。
斯
様
な
政
府
の
暴
政
に
加
へ
て
、
中
央
よ
り
涙
遣
さ
れ
ろ
銀
将
等
は
銀
民
を

－９
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躯
使
剥
削
し
捜
優
窮
蜃
苦
役
百
端
、
偏
に
聚
斂
を
事
と
し
、
鋼
民
疾
苦
溝
涜
に
死
す
る
も
の
十
に
七
八
と
さ
へ
云
は
れ
た
程
０
　
つ
た
か
ら

一
度
懐
荒
鋲
民
等
及
沃
野
鋼
民
破
落
汗
抜
陵
（
詰
）
豊
八
を
畢
げ
て
反
す
る
に
及
び
諸
鎮
響
憲
、
高
平
鋲
赫
連
氏
（
詰
）
素
質
（
晨
）
莫

貴
ト
氏
（
昌
）
滴
畏
（
詰
）
育
乞
珍
（
鱗
）
呂
質
（
帽
右
京
貴
（
悶
）
具
良
如
）
貴
（
詐
）
幽
州
旱
琴
丿

鮮
卑
匈
奴
の
族
は
宗
黛
を
率
ゐ
て
績
々
叛
し
諸
鋼
瓦
解
、
朝
廷
に
於
て
も
始
め
て
前
の
李
崇
廣
陽
王
深
等
の
上
奏
を
了
解
三
門
）
ヽ
果

五
年
八
月
詔
し
７
諸
鋲
軍
戸
の
有
罪
配
隷
の
者
以
外
は
總
７
之
を
冤
じ
Ｖ
民
と
鴬
し
ヽ
鎮
を
改
め
て
州
と
寫
し
（
訊
皿
四
）
威
道
元
を
大
使
と

し
て
六
鋼
を
慰
撫
せ
し
め
た
が
、
時
に
六
鋲
畳
く
叛
し
て
行
を
果
さ
す
鐙
に
拾
牧
す
可
が
ら
ざ
る
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

北
人
０
藻
頭
と
北
魏
滅
亡
。

　
　
　

諸
鋲
北
人
０
大
叛
飢
に
加
へ
て
柔
然
高
車
勅
勒
等
の
量
族
の
侵
寇
熾
烈
と
鴬
る
に
至
り
最
早
政
権
を

聾
断
し
て
居
た
文
弱
の
流
族
及
流
化
し
た
頚
１
　
魏
族
等
は
如
何
と
も
出
来
慟
、
茲
に
再
び
北
支
那
を
支
配
し
指
導
す
る
も
０
は
奮
北
族
貴
族

を
措
い
て
は
魅
く
、
破
六
韓
披
陵
が
懐
朔
鴬
を
攻
撃
す
る
に
及
び
銀
将
楊
鈎
は
賀
抜
度
せ
（
離
艶
艶
高
温
起
訴
訊
）
呉
軍
に
ヽ

其
三
子
尤
勝
岳
を
軍
主
に
擢
き
、
偏
に
其
力
に
依
っ
て
防
禦
し
、
叉
諸
銀
陥
落
し
て
僅
か
に
雲
中
を
以
て
防
ぐ
外
な
く
な
っ
た
時
衆
望
を
措

っ
て
刺
史
と
な
り
狽
り
悍
拒
に
力
め
た
の
は
代
人
費
穆
（
雄
鴇
鄙
詰
対
談
ｍ
打
首
あ
り
、
賊
将
衛
可
孤
を
襲
殺
し
た
０
は
武
川

鋲
民
宇
文
肱
（
皿
四
八
）
、
廣
陽
王
深
０
霜
に
叛
胡
を
論
し
て
鍛
勒
酋
長
等
を
来
降
せ
し
め
抜
陵
を
苦
め
た
０
は
代
人
于
粟
碑
六
世
の
孫
謹
で

あ
り
（
胱
皿
心
一
）
、
北
人
是
云
賞
は
東
南
道
行
蚤
０
統
軍
と
し
て
西
華
の
瑕
を
鎮
定
し
た
等
々
總
て
奮
北
族
小
貴
族
０
力
で
あ
っ
た
。

　

斯
様
の
状
態
に
あ
り
乍
ら
富
持
魏
朝
は
北
人
を
重
用
す
る
法
を
知
ら
す
依
然
と
し
て
漢
人
姓
族
の
み
を
寵
用
し
て
、
路
思
令
の
如
き
は
之

を
諌
め
て
上
疏
し
た
程
で
あ
っ
た
（
鵬
鴎
）
に
拘
ら
ず
用
ひ
す
、
鴛
に
魏
朝
に
對
す
る
北
人
の
望
は
全
く
失
は
れ
、
北
人
輿
望
は
翁
然
北
人
豪

家
領
民
酋
長
爾
朱
氏
に
集
り
、
賊
軍
官
軍
の
別
無
く
北
人
（
例
ぱ
叱
列
延
慶
所
律
椿
焚
子
鵠
賀
抜
勝
允
岳
侯
莫
陳
悦
崇
順
段
柴
所
律
金
莞
阜

萬
僕
普
洛
破
六
韓
常
庫
秋
干
張
瓊
慕
容
紹
宗
叱
列
平
歩
大
汗
薩
可
朱
渾
元
纂
連
猛
狽
孤
信
若
干
恵
其
他
無
数
）
の
投
婦
す
る
も
の
極
め
て
多

か
っ
た
。
爾
朱
条
が
洛
陽
に
上
り
胡
騎
を
放
っ
て
魏
帝
太
后
貴
頴
の
朝
士
数
千
人
を
虐
殺
し
た
こ
と
に
依
り
事
変
上
漢
族
中
心
の
魏
朝
は
滅

10－
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亡
し
、
以
後
は
北
族
豪
雄
０
割
繍
と
な
り
、
や
が
て
北
斉
北
周
の
對
立
と
鴬
つ
た
の
で
あ
る
。
北
魏
滅
亡
０
主
因
は
変
に
群
小
北
族
貴
族
の

支
援
を
失
っ
た
事
に
存
す
る
と
云
っ
て
よ
い
。

　
　

領
民
酋
長

　

魏
朝
破
砕
の
第
一
槌
を
下
し
た
爾
朱
柴
は
北
族
系
貴
族
の
蝶
々
た
る
も
の
で
、
条
に
就
で
は
魏
書
北
史
に
傅
が
有
り
詳
地
を
要
し
な
い
が
、

　

要
す
る
に
爾
朱
氏
は
北
壁
大
酋
の
家
で
魏
初
軍
功
に
依
り
秀
容
川
の
旁
方
三
百
里
の
地
に
封
ぜ
ら
れ
世
々
編
い
で
領
民
酋
長
と
鴛
り
牛
馬
に
富
み
朝
廷
貴
顕

　

の
重
す
る
處
で
あ
っ
た
。
洛
陽
伽
藍
記
に
は
爾
朱
策
世
錫
第
一
領
民
酋
長
博
陵
郡
公
、
部
落
八
千
饒
家
、
馬
有
数
萬
匹
、
富
等
天
府
と
記
さ
れ
て
居
る
。
不

　

平
北
族
は
此
の
大
豪
族
の
下
に
一
先
づ
涜
諾
し
。
其
力
を
骸
っ
て
北
魏
の
顛
覆
に
成
功
し
た
課
で
あ
る
。

　
　

北
魏
は
前
地
の
如
く
諸
部
を
解
散
し
州
郡
制
を
強
行
し
た
に
不
拘
斯
様
な
領
民
酋
長
が
存
置
さ
れ
た
の
は
注
目
に
價
す
る
。
爾
朱
氏
以
外
に
魏
世
叱
列
氏

　

乞
伏
氏
高
氏
褐
孤
氏
餅
律
氏
も
領
民
酋
長
で
あ
っ
た
。
道
武
帝
が
高
車
が
萱
り
に
生
轡
で
あ
っ
た
の
で
州
郡
制
に
入
れ
φ
部
落
制
を
許
し
た
と
同
じ
様
に
此

　

等
領
民
酋
長
の
所
串
も
（
爾
朱
は
契
胡
、
糾
律
は
勅
勒
）
生
撥
の
侭
解
散
せ
ら
れ
ず
其
侵
魏
末
に
及
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
爾
朱
柴
自
身
相
営
北
壁
的

　

野
性
を
保
有
し
て
居
た
事
は
其
行
篤
か
ら
容
易
に
推
察
出
来
る
。
彼
は
魏
末
の
北
族
の
大
保
護
者
と
云
ふ
可
く
、
洛
陽
に
入
っ
て
も
直
ち
に
北
人
を
河
南
諸

　

地
の
牧
守
に
推
薦
し
て
敬
帝
と
９
　
論
し
て
居
る
程
で
あ
る
。
官
氏
志
は
流
外
官
を
記
載
し
て
な
い
が
、
隋
書
百
官
志
に
は
北
斉
の
制
と
し
て
「
第
一
領
民
酋

　

長
流
内
比
現
官
覗
従
第
三
品
」
と
あ
っ
て
（
柴
も
従
第
三
品
で
あ
っ
た
か
ら
）
、
北
魏
に
於
て
も
大
鼓
其
程
度
の
官
で
あ
っ
た
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

註
①

　

魏
朝
が
何
故
に
漠
族
を
優
遇
し
北
族
を
抑
座
し
た
か
に
就
で
は
簡
単
に
脆
述
し
得
る
譚
の
も
の
で
な
い
か
ら
今
は
鯛
れ
な
い
。
唯
南
朝
と
の
對
立
上

　
　
　
　

漢
人
の
支
持
は
仲
々
必
要
で
あ
っ
た
事
、
魏
初
北
方
服
部
が
動
も
す
れ
ば
離
反
稿
立
の
傾
向
が
あ
っ
て
抑
座
の
必
要
あ
り
し
事
は
其
重
大
な
原
因
と

　
　
　
　

云
ひ
得
る
。

　
　

②

　

廷
尉
少
郷
袁
無
議
（
献
傅
）
其
勇
力
之
兵
謳
令
抄
掠
、
若
値
疆
敵
、
即
篤
奴
曜
如
有
軌
獲
、
奪
ｍ
己
富
、
其
凧
弱
老
小
之
輩
、
微
解
金
倣
之
エ
、
少

　
　
　
　

閑
草
木
之
作
、
無
不
捜
普
窮
桑
、
苦
役
百
端
、
自
余
或
伐
木
深
山
、
或
芸
草
平
陸
（
中
略
）
疾
苦
死
於
溝
贋
者
常
十
七
八
。
に
よ
っ
て
も
、
又
源
誼
が

　
　
　
　

價
聘
等
が
民
の
美
田
を
奪
ふ
事
を
述
べ
た
上
表
等
に
よ
っ
て
も
其
暴
状
を
知
り
得
る
。

五
．
斉
周
政
局
に
於
け
る
鮮
卑
の
優
勢

-－11
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官
円
周
鮮
卑
の
樹
祭
。

北
認
の
支
配
階
絞
が
漠
人
門
閥
並
に
漠
化
し
た
極
少
数
の
北
方
姓
族
に
占
め
ら
れ
て
居
た
の
に
封
し
、
北
部
門

北
周
で
は
会
〈
反
割
に
鮮
卑
其
他
の
北
族
出
身
の
貴
族
が
幅
を
利
か
し
た
と
言
ふ
可
き
で
あ
る
。
湾
問
政
局
の
中
心
が
北
人
の
手
に
有
っ
た

事
は
北
，部
門
書
問
書
を
縮
け
ば
直
ち
に
了
解
出
来
る
庭
で
、
北
部
門
太
宰
庫
秋
子
、

一
門
一

皇
后
二
太
子
妃
三
公
主
の
左
丞
相
餅
律
金
順
陽
郡
王

太
子
大
師
庫
秋
廻
華
陽
廊
公
持
進
庫
秋
雄
都
回目
腕
公
邸
州
刺
史
加
開
府
儀
同
三
司
蒔
孤
延
共
他
張
保
落
段
珠
侯
英
陳
崇
斜
律
尭
奉
慕
容
紹
{
一
京

叱
列
千
歩
大
汗
陸
慕
容
服
高
乾
王
健
可
朱
揮
元
破
六
韓
常
義
連
猛
、
北
周
庚
城
郡
公
小
司
冠
右
二
軍
総
管
段
、氷
安
盟
郡
公
小
師
庫
扶
峠
梁
川

郡
公
大
将
軍
夏
州
総
管
赫
連
謹
涼
園
公
賀
醐
群
太
停
遼
柔
武
大
将
軍
荊
州
締
管
侯
莫
陳
順
大
司
徒
候
莫
陳
崇
大
司
冠
豆
慮
寧
共
他
字
文
盛
叱

列
伏
誼
等
々
の
事
を
一

K

述
べ
て
は
際
限
も
無
い
か
ら
述
べ
な
い
。

北
部
門
高
氏
と
鮮
卑
。

北
概
円
高
祖
高
般
は
糊
海
荏
人
な
れ
ば
漢
人
で
あ
る
が
、
然
し
既
に
五
世
の
組
慶
よ
り
三
代
の
間
鮮
卑
慕
容
氏

に
仕
へ
、
曾
祖
湖
よ
り
北
説
に
仕
へ
租
一
説
よ
り
法
に
坐
し
て
懐
朔
鎖
に
徒
居
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
.
高
氏
は
名
は
漢
人
で
も
貴
際
は
鮮
卑

。
。
。
。

。。

に
近
か
っ
た
で
あ
ら
う
事
は
容
易
に
了
解
出
来
ゃ
う
。
北
端
門
書
帝
紀
に
「
一
川
武
既
累
世
北
溢
故
習
共
俗
遂
同
鮮
卑
」
と
あ
る
も
決
し
て
誇
張

n
L
 

の
言
で
は
な
い
。
高
般
の
后
宴
氏
の
如
き
は
純
然
た
る
鮮
卑
の
豪
族
で
、
彼
は
共
財
力
を
偲
り
て
大
業
の
第
一
歩
を
踏
出
し
た
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
赦
と
婁
氏
と
の
聞
に
出
来
た
長
子
澄
(
世
{
一
京
文
嚢
帝
)
は

E
し
く
鮮
卑
で
、
候
景
の
如
き
も
澄
を
鮮
卑
小
児
と
呼
ん
で
ゐ
る

ヘ
北
膏
香
J

(
帝
紀
)
程
で
あ
る
o

高
搬
は
幼
に
し
て
孤
と
な
り
姉
婿
な
る
鎖
獄
除
尉
景
に
育
て
ら
れ
貧
窮
の
裡
に
長
じ
萎
宴
氏
の
財
力
に
依
り
鋸
除
主
を
務
め
る
事
と
な
っ

た
が
北
鋲
の
凱
起
る
に
及
び
叛
民
柔
元
鎖
杜
浴
周
の
寧
に
投
じ
更
に
賊
葛
柴
に
奔
っ
た
が
、
結
局
爾
朱
柴
に
蹄
降
し
た
。
爾
朱
民
は
北
鎮
の

叛
凱
を
討
干
し
て
其
降
民
を
撤
に
委
ね
た
。
と
の
需
に
敷
は
大
勢
力
を
得
、
北
端
月
建
園
の
基
礎
を
立
て
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
説
室
に
反

感
を
有
し
た
北
人
の
一
人
で
あ
っ
た
と
言
つ
で
も
殆
ど
差
支
へ
あ
る
ま
い
。
河
陰
の
鑓
後
繭
朱
楽
に
説
室
を
亡
し
て
帝
位
に
卸
く
可
し
と
動

①
 

設
し
た
の
も
質
に
彼
で
あ
る
。
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彼
は
全
く
北
人
を
利
用
し
其
支
持
を
以
て
大
業
を
戚
し
た
の
で
あ
る
か
な
、
彼
が
大
い
に
鮮
卑
中
心
主
義
で
あ
っ
た
０
も
無
理
は
な
い
。

高
歓
が
魏
帝
節
閔
帝
を
慶
し
孝
武
帝
を
立
て
た
時
、
彼
は
共
部
位
鎗
に
鮮
卑
奮
渡
を
復
用
し
、
先
づ
孝
武
を
矩
帳
に
入
れ
て
践
祚
を
乞
ひ
東

郊
に
畢
腫
し
た
が
、
北
史
に
は
其
時
の
事
を
記
し
て

　
　

用
代
都
薔
制
、
以
黒
饒
蒙
七
人
、
高
獄
居
共
一
、
帝
於
艶
上
西
向
拝
天
、
詑
自
東
陽
雲
龍
門
入
（
指
数
鄙
談

″
詔
位
）

と
あ
る
。
叉
高
洋
が
東
魏
を
奪
っ
て
自
ら
帝
位
に
登
ら
ん
と
し
た
時
に
は
北
壁
０
常
に
行
ふ
鋳
金
造
像
０
法
を
以
て
成
否
を
卜
っ
て
居
る
。

　

北
斉
に
於
け
る
鮮
卑
０
優
勢
。

　
　
　

営
時
の
鮮
卑
語
流
通
も
鮮
卑
挨
０
政
治
的
優
勢
を
示
す
一
の
謐
攘
で
あ
る
。
営
時
宜
傅
琥
令
に
は

皆
鮮
卑
語
を
必
要
と
し

　
　

孫
妻
甚
美
（
″
）
専
輿
文
筆
。
叉
能
通
鮮
卑
語
、
爰
宣
傅
琥
令
、
営
煩
劇
之
氏
瓢
鴛
）

　
　

井
州
定
國
寺
成
＾
紳
武
謂
陳
元
康
温
子
昇
曰
（
牡
）
今
定
國
寺
碑
ヽ
営
使
誰
作
詞
也
ヽ
元
康
因
薦
胆
坦
才
學
並
解
９
０
４
０
町
乃
給
筆
札
ヽ

　
　

就
禁
所
具
草
、
二
日
内
成
、
其
文
甚
麗
（
醜
作
鰭
）

と
敵
っ
て
、
文
筆
を
以
て
仕
ふ
る
者
に
も
如
何
に
鮮
卑
語
ｏ
素
養
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ゞ
解
る
。
北
斉
顔
子
推
の
「
顔
氏
家
訓
」
に
鮮
卑
語

習
得
の
要
を
述
べ
て
あ
る
の
も
決
し
て
不
思
議
で
な
い
。
高
阻
自
身
も
多
く
鮮
卑
語
を
用
ひ
た
こ
と
は

　
　

于
時
除
今
知
絵
叫
卦
訃
ヤ
唯
憚
服
於
昂
、
高
咀
毎
中
令
三
軍
、
常
鮮
卑
語
、
昂
若
在
列
、
則
鴛
華
言
（
匹
作
Ｊ
）

と
云
ふ
記
事
か
ら
も
知
り
得
る
。
叉
こ
の
記
事
か
ら
特
に
軍
除
で
は
鮮
卑
語
が
使
用
さ
れ
て
居
た
で
あ
ら
う
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
な
ほ
此

の
記
事
中
に
見
え
る
鮮
卑
共
軽
中
華
朝
士
な
る
句
も
注
目
に
價
す
る
で
あ
ら
う
。
此
ｏ
風
潮
は
失
張
り
軍
政
に
於
て
甚
し
か
っ
た
の
か
、
北

斉
後
主
に
寵
遇
さ
れ
た
阻
現
が
領
軍
を
望
ん
だ
時
北
人
側
よ
わ
ｙ
「
孝
徴
漢
人
、
雨
目
叉
盲
、
豊
可
篤
領
軍
」
と
反
對
が
出
て
彼
が
漢
人
で
あ

る
事
が
一
つ
の
理
由
と
な
っ
て
賞
現
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

文
宣
帝
は
史
籍
ｏ
上
で
無
類
の
暴
主
と
さ
れ
て
居
る
が
、
是
も
一
つ
に
は
鮮
卑
其
他
ｏ
北
族
出
身
者
の
み
を
重
用
し
て
漢
族
を
抑
へ
た
鴛
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に
‘
五
胡
乱
ｏ
後
趙
石
虎
と
同
９
　
人
史
家
よ
り
嫌
悪
さ
れ
、
其
訣
鮎
を
誇
張
さ
れ
て
居
る
處
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。
例
へ
ぼ
彼
が
従
者
と

２

　
　

共
に
胡
服
し
託
駝
牛
馬
に
鞍
勒
を
施
さ
す
盛
暑
炎
赫
或
は
隆
參
酷
寒
０
中
を
祖
裸
馳
聘
し
た
事
な
ど
を
彼
の
狂
悪
の
所
業
と
し
て
阜
げ
ら
れ

　
　

て
ゐ
る
（
匹
皿
皓
帝
）
が
ヽ
斯
様
な
事
も
彼
が
嘗
て
高
澄
治
下
で
失
意
０
時
代
に
常
に
祖
銑
奔
躍
し
て
身
醍
の
鍛
練
に
資
し
た
事
を
併
せ
考
＾

れ
ぱ
、
寧
ろ
彼
が
北
人
常
習
の
戦
闘
訓
練
を
行
っ
た
と
見
る
可
き
で
あ
ら
う
。
彼
は
大
い
に
鮮
卑
軍
團
の
充
賓
に
力
め

　
　

及
文
官
受
回
、
多
所
創
革
、
六
坊
（
皿
四
匹
心
術
）
之
内
徒
者
ヽ
更
加
簡
練
ヽ
毎
一
人
必
需
百
人
ヽ
任
其
臨
陣
必
死
ヽ
然
後
取
之
ヽ
謂
之

　
　

長
鴛
（
皿
喉
）

と
百
保
鮮
卑
な
ど
ｘ
稲
す
る
精
鋭
軍
を
組
織
し
た
り
、
叉
軍
府
を
建
設
し
た
り
（
乱
作
琵
）
し
て
ゐ
る
。
叉

　
　

頴
咀
（
文
宣
）
嘗
間
杜
弼
云
、
治
國
常
用
何
人
、
對
曰
鮮
卑
車
馬
客
、
會
須
用
中
國
人
、
顧
組
以
茸
此
言
設
俄
（
皿
丿
四
）

　
　

顧
組
斬
高
徳
政
ヽ
後
顧
阻
謂
群
臣
日
高
徳
政
常
言
ヽ
宜
用
漢
人
ヽ
除
鮮
卑
ヽ
此
部
合
死
（
Ｊ
一
八
巷
）

と
言
ふ
二
事
件
を
見
て
も
鮮
卑
の
優
勢
を
知
り
得
る
。
こ
り
高
徳
政
も
常
に
流
人
第
一
を
主
張
し
た
の
で
は
無
く
、
１
　
て
文
宜
皇
后
李
氏

（
５
）
を
立
っ
る
こ
と
に
反
對
し
「
漢
婦
人
不
可
篤
天
下
母
」
と
言
ひ
后
を
慶
さ
ん
こ
と
を
文
宣
に
誕
い
た
こ
と
も
あ
る
程
で
、
変
に
誤
っ
て

舌
禰
を
得
た
と
云
ふ
可
き
で
あ
ら
う
（
謔
昌
混
載
如
賢
四
回
）
・
姦
は
常
に
鮮
卑
人
に
對
し
「
漢
人
は
鮮
卑
の
奴
隷
で
あ
る
」

と
云
っ
て
居
た
が
、
後
主
ｏ
時
韓
鳳
（
諸
畝
裂
侃
碧
）
等
は
漢
族
士
人
を
嫌
悪
蔑
硯
し
朝
士
等
は
敢
て
仰
硯
し
得
な
か
っ
た
が
、
彼

は
常
に

　
　

漢
狗
大
不
可
耐
、
唯
須
殺
却

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

と
罵
り
、
叉
支
際
に
斉
主
に
逢
し
て
含
章
殿
に
諸
漢
官
を
斬
っ
た
事
さ
へ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

鮮
卑
北
周
宇
文
氏
。

　
　
　

北
周
も
鮮
卑
色
濃
厚
の
上
で
は
仲
々
北
斉
に
劣
ら
な
い
。
唯
北
周
は
、
北
斉
の
文
官
武
威
の
如
き
諸
君
主
が

北
鸞
的
行
焉
を
恣
に
し
て
後
世
漢
人
史
家
よ
り
誇
大
に
筆
誄
を
加
へ
ら
れ
た
に
反
し
、
北
周
諸
君
主
が
巧
み
に
漢
文
化
尊
重
を
以
て
鮮
卑
Ｏ
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政
治
上
の
専
勢
を
擬
装
し
得
た
鴬
に
漢
人
史
家
の
筆
誄
を
冤
れ
た
が
、
共
賞
共
政
策
は
北
族
の
政
権
強
化
を
疎
か
に
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。

　

北
周
字
文
氏
は
純
然
た
る
鮮
卑
で
あ
る
。
其
阻
は
鮮
卑
十
二
部
を
總
婚
し
た
張
大
部
大
人
で
あ
っ
た
が
鮮
卑
慕
容
部
に
併
合
せ
ら
れ
、
慕

容
部
破
る
Ｘ
に
至
り
拓
哉
部
に
属
し
、
北
魏
天
興
年
間
例
に
よ
り
武
川
鎮
に
移
住
さ
れ
、
其
備
民
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
太
祖
泰
０
父
は

正
光
末
の
北
備
擾
乱
に
郷
里
を
糾
合
し
て
賊
鮮
于
修
薗
の
軍
に
投
じ
て
戦
歿
し
、
泰
は
賊
葛
楽
に
奔
り
、
後
爾
朱
氏
に
投
じ
て
重
用
さ
れ
北

族
賀
抜
岳
等
の
支
援
を
得
て
鐙
に
大
業
を
成
し
た
も
の
で
あ
三
繋
閃
汀
諮
鸚
絲
琵
Ｅ
詔
跨
Ｊ
・

　

虜
姓
ｏ
再
行
。

　
　
　

字
文
泰
が
虜
姓
を
復
活
し
北
人
漢
人
の
差
な
く
複
姓
を
輿
へ
た
こ
と
は
有
名
な
事
で
あ
る
。
楊
紹
叱
利
氏
劉
雄
字

文
氏
侯
植
賀
屯
氏
陸
通
歩
六
孤
氏
楊
纂
莫
胡
盧
氏
段
永
爾
綿
氏
寇
偽
若
口
引
氏
韓
褒
侯
呂
陵
氏
趙
蕭
乙
弗
氏
焚
深
萬
紐
于
氏
王
徳
島
丸
氏
劉

亮
莫
陳
氏
楊
忠
１
　
六
如
氏
王
盟
拓
哉
氏
蘇
椿
賀
蘭
氏
辛
威
普
毛
氏
田
弘
紀
干
氏
李
弼
徒
何
氏
（
匹
皿
各
）
゜
如
き
其
一
例
で
あ
る
・
太
統
十
五

年
、
太
和
年
間
に
虜
姓
を
改
め
て
旱
姓
と
な
っ
た
も
の
を
總
て
共
著
に
復
せ
し
め
た
こ
と
、
全
く
北
魏
孝
文
帝
の
漢
化
政
策
と
正
反
對
で
あ

る
ｏ

　

虜
姓
復
活
と
周
官
施
行
０
理
由
。

　
　
　

民
族
的
匪
球
心
の
強
い
漢
人
が
虜
姓
を
輿
へ
ら
れ
て
其
れ
を
唯
々
と
し
て
受
け
る
。
そ
れ
は
１
　

て
魏
初
平
原
王
拓
哉
叡
が
冠
族
崔
監
の
女
を
娶
ら
ん
と
し
た
時
、
監
が
所
親
に
「
平
原
王
才
度
不
悪
、
但
恨
共
姓
名
殊
鴛
重
複
（
ぺ
Ｉ
ベ
鵬
）
」
と

漏
ら
し
た
の
に
照
ら
し
、
如
何
に
北
周
に
於
て
鮮
卑
０
前
に
漢
人
が
屈
伏
し
て
ゐ
た
か
０
謐
攘
で
あ
る
。
然
し
何
故
に
字
文
氏
が
斯
様
な
複

姓
再
行
を
篤
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
先
第
一
に
は
北
魏
０
漢
化
政
策
に
よ
っ
て
沈
倫
を
免
れ
な
か
っ
た
北
人
等
－
其
支
持
に
よ
っ
て
周
室

は
立
っ
て
ゐ
た
Ｉ
Ｏ
反
漢
感
情
復
古
思
想
に
投
す
る
鴛
で
あ
り
、
第
二
に
漢
人
姓
族
に
虜
姓
を
附
呉
し
て
流
燈
を
混
じ
門
閥
塞
門
を
識
別

し
難
く
し
、
且
つ
同
一
族
０
者
等
に
も
種
々
異
っ
た
虜
姓
を
分
輿
す
る
事
に
よ
り
大
門
閥
の
殺
生
進
出
を
防
止
せ
ん
と
す
る
も
０
で
あ
っ
た

と
考
へ
ら
れ
る
。
周
官
制
度
採
用
も
此
０
第
二
の
理
由
と
相
通
ず
る
も
り
で
、
官
制
改
革
に
営
り
周
腰
に
よ
る
周
官
採
用
と
稲
す
る
こ
と
は
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忍討

先
づ
其
名
儀
０
上
に
於
て
復
古
贈
讃
の
漢
族
人
±
０
反
對
を
封
じ
去
り
得
、
賞
質
上
に
於
て
は
魏
晋
以
来
の
政
治
上
の
積
弊
特
に
門
閥
の
践

厄
を
一
掃
し
得
る
に
便
で
あ
ｐ
、
周
室
に
功
努
あ
る
者
は
鮮
卑
た
る
と
寒
族
た
る
を
問
は
す
何
等
支
障
な
く
自
由
に
之
を
登
用
し
得
る
結
果

を
責
す
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
北
周
政
局
の
格
要
を
殆
ど
總
て
北
族
貴
族
か
占
め
て
大
い
に
活
躍
し
得
た
０
は
、
背
後
に
斯
様
な

注
意
深
い
政
策
が
存
し
た
事
に
よ
る
と
も
言
ひ
得
よ
う
。

　

北
周
に
於
け
る
胡
俗
。

　
　
　

事
賓
周
破
周
官
な
ど
Ｘ
稲
し
乍
ら
服
制
等
は
北
周
末
期
に
至
る
迄
胡
服
で
あ
っ
た
と
き
へ
思
は
れ
る
。
帥

ち
大
象
元
年
宜
帝
即
位
の
贈
に
開
し
、
隋
１
　
贈
儀
志
に
は

　
　

宣
帝
印
位
受
朝
於
路
門
、
初
服
通
天
冠
締
紗
袖
、
群
臣
皆
漢
魏
衣
冠
。
大
象
元
年
制
昆
二
十
四
焼
衣
服
二
十
四
章
、
鴬
準
。

と
あ
り
、
資
流
通
鑑
に
は
之
を
「
周
主
始
輿
臣
、
服
流
魏
衣
冠
」
と
書
改
め
、
胡
三
省
は
「
以
此
、
知
後
周
之
君
臣
前
此
蓋
胡
服
也
」
と
註

し
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
隋
書
贈
儀
志
に
見
え
る
北
周
の
服
制
等
は
殆
ど
大
象
以
後
の
制
定
で
、
其
以
前
は
胡
服
で
あ
っ
た
と
見
る
可
き
で
あ
ら

う
。
又
隋
書
贈
儀
志
は
北
周
に
「
邦
胡
天
秤
」
の
夷
贈
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
攬
斥
し
て
ゐ
る
。

　

言
語
に
於
て
も
一
々
例
を
阜
げ
る
煩
を
避
け
る
が
、
高
阻
武
帝
が
北
斉
を
征
し
名
士
李
徳
林
を
獲
て
大
い
に
喜
び
群
臣
に
對
し
鮮
卑
語
を

以
て
歓
語
し
紘
豆
陵
毅
が
共
に
庖
答
し
た
こ
と
（
四
嗜
Ｊ
）
や
、
荊
州
刺
史
長
孫
倹
が
梁
０
岳
陽
王
０
内
附
に
営
り
其
使
者
に
對
し
大
い
に
鮮

卑
語
を
以
て
語
り
使
者
は
恐
れ
て
仰
脱
し
得
な
か
っ
た
こ
と
（
Ｊ
１
　
）
周
書
各
所
に
鮮
卑
語
の
旱
語
の
散
見
す
る
な
ど
は
北
周
に
於
て
も
北
斉

同
様
鮮
卑
語
０
流
行
の
一
端
を
物
語
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
本
章
頭
初
に
辿
べ
た
通
り
嗣
貴
は
殆
ど
總
て
鮮
卑
族
で
あ
り
、
又
賓
際
朝
貴

の
多
く
が
段
氏
（
四
匹
碑
）
の
眉
部
民
に
占
め
ら
れ
て
ゐ
た
‰
河
陽
鏃
防
が
悉
く
鮮
卑
で
あ
゜
七
９
　
云
ふ
状
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
鮮

卑
語
盛
行
も
亦
寧
ろ
営
然
と
云
ふ
可
き
で
あ
ら
う
。

　

註
①

　

周
書
賀
抜
勝
傅
。
十
七
史
商
被
參
照
。

　
　

＠

　

北
史
春
１
　
六
、
隋
書
食
貨
志

　

北
斉
書
帝
紀
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④④④④

史
林
第
二
十
巻
第
三
貌
所
載
（
内
田
）
五
胡
飢
及
北
魏
に
於
け
る
匈
奴
參
照
。

周
書
恩
倖
傅
。
通
鑑
陳
紀
五
１
　
照
（
現
行
北
斉
書
の
傅
に
は
狗
漢
と
あ
る
も
通
鑑
は
漢
狗
と
な
し
て
居
る
）

于
時
朝
責
多
其
部
民

　

謁
永
之
日
冠
蓋
盈
路
（
周
書
段
永
傅
）

周
書
倦
１
　
一
。
北
史
巻
六
十
四
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
、
結

　
　
　
　
　
　

語

　

要
す
る
に
北
魏
は
鮮
卑
及
諸
北
族
を
中
央
集
権
０
帝
國
の
州
郡
制
に
牧
容
す
る
鴛
に
部
を
解
散
し
た
が
、
其
解
散
後
に
於
て
蓉
部
民
に
對

す
る
恩
遇
に
甚
だ
訣
く
も
の
あ
ｐ
、
北
族
系
群
小
貴
族
は
沈
倫
を
冤
れ
な
か
っ
た
。
然
る
に
其
憤
怨
は
北
銀
０
叛
乱
と
鴬
り
結
局
北
魏
は
滅

亡
し
、
北
族
系
貴
族
等
の
絶
大
な
支
持
を
受
け
た
北
斉
北
周
の
興
隆
を
見
、
従
っ
て
両
朝
に
於
い
て
北
族
は
極
め
て
優
位
を
保
ち
、
言
語
習

俗
等
０
上
に
も
鮮
卑
色
濃
厚
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　

而
し
て
こ
０
傾
向
も
隋
に
至
っ
て
調
整
や
ら
れ
（
例
ぱ
周
官
複
姓
０
晟
止
等
）
や
が
て
唐
代
０
漢
燈
融
合
の
低
９
　
文
化
の
出
現
と
な
っ
た

０
で
あ
っ
て
、
北
朝
時
代
は
賓
に
（
北
支
に
於
い
て
）
五
胡
十
六
國
時
代
よ
り
唐
代
に
至
る
間
の
流
燈
融
合
上
の
一
大
過
渡
期
に
外
な
ら
す

其
間
漢
燈
両
者
の
政
治
上
の
地
位
に
於
て
も
上
述
０
如
き
反
韓
動
挨
を
丞
れ
な
か
っ
た
０
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

（
一
７
「
二
〇
稿
」
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